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☆進路希望調査の提出、ありがとうございました

夏休みを迎え、いよいよ個別の対応が重要な時期になります。その１つとして、
各担任との三者面談を行います。お忙しい中とは思いますが、案内されている日
時等の確認をお願いします。加えて、御家庭での話し合いの上で臨んでいただく
とともに、先日の学年懇談会で配付しました資料について、改めて確認をお願い
します。

☆経済面の支援制度について

進路だより第３号、及び先日の学年懇談会資料にて、入学時にかかる費用や、
毎月の納入金の一例を紹介しました。今回は、「高等学校等就学支援金制度」と
「熊本県育英資金予約者募集」について改めて紹介します。

【高等学校等就学支援金制度】

授業料を国が支援する制度です。これまでにお伝えしてますように、令和８年
度から、制度の内容が変わります。概要は、次の通りです。詳細は、国の動向が
決まり次第、改めてお伝えします。

○現在の概要

＜国公立の高校に通う生徒＞
月額９，９００円が、国から直接学校に支給されますので、御家庭の授
業料負担が実質０円になります。

＜私立学校等に通う生徒＞
月額３８，０８３円が、国から直接学校に支給されます。
御家庭の授業料負担は、差額分になります。

○この制度については、高校入学時に案内があり、申請書などが配布されます。
○受給するためには、それぞれの御家庭での申請手続きが必要です。
○就学支援金は、生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。
○就学支援金と授業料に差額がある場合、差額を納めなければなりません。
○この支援金は給付金ですので、返済は不要です。
※なお、国公私立を問わず、「高等学校等就学支援金制度」は、あくまでも「授
業料」の支援であるため、PTA会費や施設費、修学旅行等の授業料以外の
費用は御家庭の負担となります。

【熊本県育英資金】（貸与予約者募集のお知らせ）

熊本県では、向学心に富む生徒で、経済的理由により就学困難な方に対し、学
資を貸与して教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る人材を育成すること
を目的として、この制度を設けています。概要は次の通りです。

○この育英資金は、貸与されるものであり、高校等卒業後に必ず返還が必要です。
○生計の主たる維持者（保護者等）が熊本県に居住していることが条件です。
○貸与金額（月額）は、次の表から、国公私立、通学方法の区分をもとに、
①～③の１種類を選択することになります。

通学方法 貸与月額

自宅から ①18,000円 ②13,000円 ③ 8,000円から選択
国公立

自宅外 ①23,000円 ②18,000円 ③13,000円から選択

自宅から ①30,000円 ②20,000円 ③10,000円から選択
私 立

自宅外 ①35,000円 ②25,000円 ③15,000円から選択

○申請（申し込み）について
・高校入学後、速やかな貸与となるために、中学３年時の「予約募集」が基本と
なっています。

・申請には、県が発出している申請書のほか、住民票や所得証明書などの書類が
必要です。

○この熊本県育英資金貸与予約者募集について、

７月中の平日（９時～１５時の１時間程度）に、個別説明会（希望者のみ）を

行います。希望される場合、三者面談時に、各担任にお伝えください。

個別に日時調整の上、生徒・保護者同伴で実施したいと思います。

・申請に関する資料は、個別説明会時、希望の御家庭に配布します

※なお、県への申請手続きは、校内で一括して行うことになります。

書類提出（一式）の校内締切を８月２８日（木） とします。

☆その他、入試制度や奨学金、それ以外のことについても、質問などがありま
したら、三者面談時などにお尋ねください


